
 

令和６年７月９日 

 

 

第５８１回 海務協議会議題 

 

 

 

１．７月期人事異動に伴う担当官挨拶  

 

２．一括交通許可証の管理状況報告について 

 

３．MSB業務の申請先と NACCS掲示板の活用について 

 

４. 税関職員の制服改定について 

 

５．その他・質疑応答 

 

 

<横浜税関 出席者>  

 ・監視部         横 山 部長 

   〃           安 部 次長 

  監視部管理課      阿 部 課長 

特別監視官       久保田 特別監視官 

  総括許可部門      小 原 統括監視官 

〃          志 鳥 上席監視官 

 



令和 6 年 7 月 9 日 

                   横浜税関 監視部 総括・許可部門 

 

一括交通許可証をお持ちの皆様へ 

                      

 

一括交通許可証の管理状況報告について 

 

1．船陸交通等の一括許可に対して付する条件 

 平成 19 年 6 月に改正された関税法施行令第 22 条の 2 第 3 項（貨物の授

受を目的とする船舶等への交通の許可の申請等）の規定により、別紙 1 に掲

げる条件が付加されております。 

 

2．「付する条件」の補則（報告の方法等） 

条件に「許可の期間内に 1 回以上の確認を受けるものとし、許可をした税

関が指定する時期に報告し、税関の確認を受けること。」と条件が付されてお

りますが、横浜税関本関が指定する時期及び報告方法は次のとおりとさせてい

ただきます。 

 

【時期及び報告方法】 

税関の指定する適宜の時期に年に１回（9 月または 10 月に税関から依頼予

定）所属する被許可者全員の点検結果を、「船陸交通許可証の管理状況等（報

告）」（別紙）により、許可証交付窓口に報告書を提出して下さい。また、貴社

の都合により希望の点検時期がある方は、個別にお申し出ください。 

 

その他、ご不明な点は許可証交付窓口までお尋ね下さい。 

 

 

【許可証交付窓口 報告先】 

横浜税関監視部 総括許可部門】  

〒231-8401 

横浜市中区海岸通 1-1（監視部分庁舎内） 

（TEL） 045-212-6077 

yok-kanshi-kichi＠customs.go.jp 

 

 

報告様式はこちらから 



船陸交通等の一括許可の際に付する条件 

 

（１） 海港において、関税法第 24 条第２項の許可を受けた者が、本邦と外

国との間を往来する船舶への交通を行う際には、持ち込む物品の品名・

数量等をあらかじめ税関に報告すること。 

但し、当該持込物品が、船舶の入出港関係手続等のための書類・工具

類等であって、かつ、税関において取締上支障がないと認めた場合には、

当該報告を省略することができるものとする。 

 

（２） 申請者が法人の場合、当該法人の役員又は従業員である被許可者につい

て関税法第 24 条第 3 項各号に規定する法令違反があったときは、当該

法人は、直ちにその旨を税関に報告するとともに、当該法人における再

発防止策や船陸交通制度の法令遵守に係る社内管理・監督体制等の改善

策を作成し、当該改善策等について税関の確認を受けること。 

 

（３） 関税法施行令第 22 条の 2 第 2 項前段の規定により一括して申請した

関税法 24 条第 2 項の許可（以下、「一括許可」という。）を受けた者は、

許可の期間内において、許可内容に変更がないことや許可証の管理状況

等の税関の確認を受けるべき事項について報告し、税関の確認を受ける

こと。 

イ． 税関の確認を受ける時期 

許可の期間内に１回以上の確認を受けるものとし、許可をした税関が

指定する時期に報告し、税関の確認を受けること。 

ロ． 税関の確認を受けるべき事項 

 次に掲げる税関の確認を受けるべき事項について報告し、税関の確認

を受けること。 

(ｲ) 許可証の破損・汚損等の有無 

(ﾛ) 申請事項（氏名、住所、交通の目的及び経路等）の変更の有無 

(ﾊ) 被許可者の関税法第 24 条第 3 項各号に規定する法令違反の有無 

(ﾆ) 許可証の保管・管理状況 

(ﾎ) 申請者が法人の場合には、管理責任者氏名、社内における定期点

検等の実施状況 

(ﾍ) 被許可者が、複数の税関官署で一括許可を受けている場合には、

その税関官署名及び許可証番号 

ハ． 報告 

申請者が法人の場合には、当該法人単位で税関の確認を受けるべき事

項を報告し、税関の確認を受けること。 

別紙 1 



（別紙）                 船陸交通許可証の管理状況等（報告） 

 

令和  年  月  日 

 

  横 浜 税関長 殿 

申請者名 

 住所 横浜市中区海岸通 1-1                 

   株式会社 〇〇              

 

許可証保管状況 
・許可証所持者は、用務の際は常時携帯し、自己の責任において保管管理している。 

・許可証は、毎月１回、管理責任者が点検している。 

一括許可の申請

者が法人の場合 

(管理責任者氏名) 

○○部長 □□ ▽▽ 

(定期点検実施状況) 

令和 年 月 日に定期点検を実施した結果、問題点は別紙のとおり。問題ありません。 

(その他＜研修等＞) 

特になし。  ●●●主催の研修を受講（○/○）。  管理責任者による社内研修を実施（○/○）。 

 

被許可者名 許可証番号 
許可証 
の異常 

申請事項 
の変更 

法令違反 
の有無 

具体的な異常・変更・違反内容等 備考 

□□ ▽▽ 800 無 無 無   

□□ ▽▽ 800 無 無 無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

（注１）「許可証の異常」欄は、交付している許可証について、亡失、破損及び汚損等の異常の有無を記載する。 

（注２）「申請事項の変更」欄は、許可申請の際の申請内容について、変更の有無を記載する。（但し、既に届出済みのものは、「具体的な異常・変更・違反内容等」

欄に届出済みと記載する。） 

（注３）「法令違反の有無」欄は、許可期間中における関税法第 24条第 3項に規定する法令違反の有無を記載する。 

（注４）「具体的な異常・変更・違反内容等」欄は、「許可証の異常」、「申請事項の変更」「法令違反の有無」の各欄で有を選択した場合に、その異常、変更及び違反

の内容の詳細を記載する。 

（注５）複数の税関官署で船陸交通許可証の交付を受けている場合には、「備考」欄に当該許可を受けている税関官署名及びその官署で受けた許可証番号を記載する。 

記 載 例 



（別紙）                 船陸交通許可証の管理状況等（報告） 

 

令和  年  月  日 

 

      税関長 殿 

申請者名 

 住所                  

 氏名又は名称              

 

許可証保管状況 
 

一括許可の申請

者が法人の場合 

(管理責任者氏名) 

 

(定期点検実施状況) 

 

(その他＜研修等＞) 

 

 

被許可者名 許可証番号 
許可証 
の異常 

申請事項 
の変更 

法令違反 
の有無 

具体的な異常・変更・違反内容等 備考 

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

（注１）「許可証の異常」欄は、交付している許可証について、亡失、破損及び汚損等の異常の有無を記載する。 

（注２）「申請事項の変更」欄は、許可申請の際の申請内容について、変更の有無を記載する。（但し、既に届出済みのものは、「具体的な異常・変更・違反内容等」

欄に届出済みと記載する。） 

（注３）「法令違反の有無」欄は、許可期間中における関税法第 24条第 3項に規定する法令違反の有無を記載する。 

（注４）「具体的な異常・変更・違反内容等」欄は、「許可証の異常」、「申請事項の変更」「法令違反の有無」の各欄で有を選択した場合に、その異常、変更及び違反

の内容の詳細を記載する。 

（注５）複数の税関官署で船陸交通許可証の交付を受けている場合には、「備考」欄に当該許可を受けている税関官署名及びその官署で受けた許可証番号を記載する。 



 

被許可者名 許可証番号 
許可証 
の異常 

申請事項 
の変更 

法令違反 
の有無 

具体的な異常・変更・違反内容等 備考 

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

  有・無 有・無 有・無   

 



MSB業務の申請先と掲示板の活用について 

 

1. 本関におけるMSB業務の申請先に係る注意 

NACCS利用において、MSB業務により添付ファイルを送信する機会があるかと思い

ますが、その際の申請先は、官署コード 2Aとともに、申請先部門のコード欄に「K」を

入力して送信いただきますようお願いします。 

申請先部門をブランクにされますと、業務部に出力されてしまいます。 

 

    
 

 

2. NACCS掲示板（NACCS業務資料）の活用 

 

① 

② 











税関職員の制服改定について 

～税関職員の制服を１４年ぶりに改定しました～ 

 

 近年、不正薬物等の密輸入手口が巧妙化し、税関に対するテロ対策等への期待が高ま

る中、昨今のウイルス感染予防対策を取りつつ水際の最前線で業務を遂行するため、 

現行の制服について機能性、耐久性、衛生面に配慮した改定を行うこととしました。 

 新制服への切替えについては、令和 6年度以降、主要空港官署の監視取締・旅具通関

担当職員から順次計画的に切り替えていく予定です。 

 

 

 


